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１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選出 

５ 議事 

「議案第１号」 

農地法第３条第１項

の規定による許可申請

書に対する審議につい
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開会宣告（９：００） 

あいさつ 

農業委員会会議規則の規定により議長は会長が務める旨報告。 

（会長が議長となり、以後の議事を進行） 

議事録署名人の選出についてですが、國島健一委員、島田勇委員のご両名にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

はじめに『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題とい

たします。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。議案第１号は、８件となっております。 

はじめに訂正がございます。進行番号３の譲渡人の住所が「さいたま市中央」となっていますが、正しく

は「さいたま市中央区」でございます。恐れ入りますが、追記をお願いいたします。また、進行番号４から

７の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の住所ですが、持田の「田」が抜けておりました。こちらも追記をお願いいたし

ます。大変失礼いたしました。 

 それから、進行番号１と２に関連がございますので、今年の４月に行われた農地法の一部改正について

少し説明させていただきます。 

これまで、農地法第３条の許可は、①全部効率利用要件、これは権利を取得する農地を含め、所有する農

地や借り受けている農地の全てを効率的に耕作していること、②農作業常時従事要件、こちらは申請者また

はその世帯員が農作業に常時従事、原則として１５０日以上すること、③下限面積要件、こちらは権利取得

後に耕作すべき農地の面積の合計が５０アール以上あること、④地域との調和要件、こちらは権利を取得し

ようとする農地を耕作することによって、周辺農地の利用に影響を与えないこと、の４つが主な許可要件と

なっていましたが、このうち、下限面積要件が廃止され、今年の４月１日から施行されました。廃止された

目的は、農業従事者の減少や高齢化が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するた

め、多様な人材が農地を取得しやすく、農業への新規参入者を増やす目的とのことです。 

今後は下限面積以外の要件をクリア出来れば、自家消費を目的とした許可もできることになり、進行番号

１と２はこちらを適用した案件となります。 

それでは議案説明に入らせていただきます。 

まず、進行番号１でございますが、荒木〇〇〇〇番地 〇〇〇 〇さんが、荒木〇〇〇〇番地〇 〇〇〇 〇



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇さんが所有する荒木字荒木〇〇〇〇番〇、地目：田、５００㎡について、自家消費分の野菜を作付けする

ため、贈与により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

現地は住宅と同じブロック積の土留めで囲まれており、耕作も実際は譲受人がもう何年も野菜を作ってい

るとのことであり、要件はクリアできるものと考えます。 

場所につきましては、位置図の１ページをご覧ください。市営荒木住宅の北に位置する荒木地内のご覧の

農地でございます。 

次に進行番号２でございますが、城西〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇さんが、城西〇丁目〇番〇〇号 〇〇〇 

〇〇さんが所有する城西〇丁目〇〇〇〇番、地目：畑、１２０㎡について、自家消費分の野菜を作付けする

ため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

現地は譲受人の住宅のすぐ南側の市街化区域であり、耕作も実際は譲受人がもう何年も野菜を作っている

とのことであり、要件はクリアできるものと考えます。 

場所につきましては、位置図の２ページをご覧ください。城西ポンプ場の東に位置する城西５丁目地内の

市街化区域の農地でございます。 

次に進行番号３でございますが、関根〇〇〇番地〇 〇〇 〇〇さんが、さいたま市中央区下落合〇〇〇〇

番地〇－〇〇〇〇号 〇〇 〇〇さんが所有する関根字野中〇〇〇番、地目：畑、２，０３１㎡ 外４筆、計

４，３０１㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。県道鴻巣羽生線の東西に位置する関根地内の農

振農用地でございます。 

次に進行番号４から７は、持田〇丁目〇番〇〇号 株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇

〇さんが、経営の拡大を図るため、所有権の移転を行おうとするものでございます。 

進行番号４は、前谷〇〇〇〇番地 〇〇 〇さんが所有する持田字六反沼〇〇〇番〇、地目：田、８１０㎡ 

外２筆、計１，９４４㎡の農地、進行番号５は、長野〇〇〇〇番地 〇〇 〇さんが所有する持田字六反沼〇

〇番〇、地目：田、２９１㎡ 外２筆、計９３７㎡の農地、進行番号６は、熊谷市代〇〇番地〇 〇〇 〇〇

さんが所有する持田字六反沼〇〇番、地目：田、１，０５０㎡の農地、進行番号７は、鴻巣市屈巣〇〇〇〇

番地〇 〇〇 〇〇〇さんが所有する前谷字前田〇〇〇番、地目：田、８５０㎡の農地の４件でございまして、

全ての農地でブルーベリーを栽培する予定でございます。 

場所につきましては、位置図の４ページをご覧ください。泉小学校の北側から東側に位置する持田及び前

谷地内の農振農用地でございます。 

次に進行番号８でございますが、真名板〇〇〇番地〇 〇〇 〇〇さんが、夫である〇〇 〇さんが所有す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議案第２号』 
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る真名板字下〇〇〇番、地目：田、２９０㎡ 外１筆、計４３８㎡について、後継者への贈与により所有権

の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。県道鴻巣羽生線の東に位置する真名板地内のご

覧の農地でございます。 

以上、議案第１号について、事務局で農地法第３条の許可基準を審査すると共に、現地の耕作状況等を調

査しましたところ、いずれも許可相当と思慮されることからご提案するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第１号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

進行番号の４から７について、ブリーベリーを栽培するということですが客土をする予定はないのですか。 

申請地については畑となっている場所もありますが、基本的には水田です。前に確認したところ、盛土を

する予定はなく、今の状態でも栽培できると伺っております。 

進行番号１のところが麦をやっていたので高くなっていますが、他は水田です。 

それと進行番号１のところが他と比べるといくらか高くなっています。 

また、現状のままで栽培できるのかということですが、譲受人の他所での栽培の仕方をみると、直接植え

るのではなく、鉢植えで栽培しているので多少低くても問題はないのかなとは思います。 

他にございますか。 

進行番号８ですが、権利の移転をする理由で後継者への贈与というのはどういった場合ですか。 

通常は親子間での贈与というのが多いかと思います。今回は夫婦間ではありますが、譲渡人が生きている

うちにどうしても渡したいということで後継者への贈与といたしました。 

他にございますか。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第１号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第１号は承認することといたします。 

次に、『議案第２号』農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 
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『議案第３号』 

 農業振興地域の整備

に関する法律第１３条

第１項の規定による農

業振興地域整備計画の
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議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いします。議案第２号は、１件となっております。 

進行番号１でございますが、小針〇〇〇番地 〇〇 〇さんが、自己所有の小針字星川〇〇〇番〇、地目：

畑、７９㎡について、農家住宅の敷地を拡張したいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、兼業で農業を経営しておりますが、母屋の老朽化が進んでいることから建て替えを計画

したところ、現在の進入路は建築基準法の道路に該当しないことがわかりました。このままでは建て替えが

出来ないことから建築基準法の接道要件を満たすため最低限の幅員で分筆し、申請に至ったものでございま

す。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧下さい。星川の西に位置する小針地内の集落内農地でござ

います。なお、白抜きになっている部分の地目は宅地であり、申請地と合計すると、面積は１，２３０．５

８㎡になる予定でございます。 

以上で議案第２号の説明を終わりますが、去る６月１９日、現地調査をしていただいておりますので、長

谷部委員にご報告をお願いいたします。 

去る６月１９日、私と石井委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 

事務局から議案第２号についての説明及び長谷部明委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、

ご質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第２号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第２号は承認することといたします。 

次に、『議案第３号』農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項の規定による農業振興地域整備計画

の変更に対する審議について、を議題といたします。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第３号「農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項の規定による農業振興地域整備計画の変更

について」ご説明申し上げます。 
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議案書の２ページをお願いいたします。 

本件は、農業振興地域内の農用地の除外について「農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２」

の規定により、行田市からその除外について農業委員会に意見を求められているものでございます。今回は、

重要変更が３件でございます。重要変更とは、農業用施設などの軽微な変更以外の用途に変更を行おうとす

る場合でございます。 

進行番号ごとにご説明いたしますが、これらの案件は去る６月１６日に、農政課、建築開発課及び農業委

員会事務局において現地調査を実施していることをご報告いたします。 

進行番号１でございますが、犬塚〇〇〇番地〇 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇さんが、斎条〇〇

〇〇番地 〇〇 〇〇さんが所有する南河原字三ツ井田〇〇番〇、地目：田、２，３６１㎡について、駐車場

及び資材置場の敷地にしたいとして農用地から除外してほしい旨の申し出があったものでございます。 

申請人は、犬塚地内で建設業を営んでおり、現在は自宅に足場工事の部材を置いておりますが、手狭であ

り、トラックの出し入れなども効率が悪くなっております。また、社員を増やしたくても通勤車両の駐車ス

ペースに苦労する毎日であり、足場工事の部材が増える日常に困窮している状況です。このため、駐車場や

資材置場に場所を探していたところ、当該申請地で承諾が得られたため申し出に至ったものでございます。

本件は周辺の地域において居住する者の業務上必要な施設に該当し、集落に接続して設置されるものである

ことから、除外の要件をすべて満たしていると考えられ、やむを得ないものと思慮されます。 

場所につきましては、位置図の７ページをご覧ください。北河原熊谷線の南に位置する南河原地内の農振

農用地でございます。 

次に進行番号２でございますが、熊谷市下奈良〇〇〇番地〇 〇棟〇〇〇号室 〇〇 〇〇さんが、東松山

市大字石橋〇〇〇〇番地〇 〇〇 〇〇さんが所有する真名板字築道〇〇〇番〇 地目：畑、３２㎡について、

住宅敷地として農用地から除外してほしい旨の申し出があったものでございます。 

申請人は、現在熊谷市の借家で生活しておりますが、何かと手狭に感じるようになり、引っ越しを計画い

たしました。年齢的にローン返済などを考慮し、中古住宅を探していたところ、申請地の隣接する物件を購

入したいと考えましたが、物件の敷地の一部となっている申請地が農振農用地のままであったことから、今

回、農用地から除外して欲しい旨の申し出をしたものでございます。 

なぜ、農用地が住宅敷地の一部になっているかは、現所有者の母の代の時であり、わからないとの事でご

ざいますが、昭和６３年に分筆していることからその頃より使用していると考えられます。所有者は、母の

代の事とはいえ、今後このようなことがないよう始末書を提出し、深く反省しております。また、住宅敷地

全体の面積は２５３．９３㎡と住宅敷地の上限である５００㎡を超えておらず、除外の要件もすべて満たし
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大関委員 

 

事務局次長 

 

大関委員 

宮﨑委員 

 

議長 

 

議長 

ていると考えられることから、やむを得ないものと思慮されます。 

場所につきましては、位置図の８ページをご覧ください。元太田東小学校の北に位置する真名板地内の農

振農用地でございます。 

次に進行番号３でございますが、忍〇丁目〇〇番〇号－〇〇〇号 〇〇 〇〇さんが、長野〇〇〇〇番地 

〇〇 〇〇さんが所有する長野字榎戸〇〇〇〇番、地目：田、次の地積が６８０㎡となっておりますが、こち

ら、正しくは６８０㎡のうち３８５㎡となります。恐れ入りますが修正をお願いいたします。この３８５㎡

について、住宅敷地にしたいとして農用地から除外してほしい旨の申し出があったものでございます。 

申請人は市内の借家で生活しておりますが、子供も成長し手狭になってきたため、住宅の建築を計画した

ところ、実家の隣である本件申請地について承諾が得られたため申し出に至ったものでございます。本件は

分家住宅であり、親族が所有する土地のうち、申請があった土地以外に住宅を建築できる土地がなく、除外

の要件をすべて満たしていると考えられ、やむを得ないものと思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。長野工業団地の東に位置する長野地内の農振農

用地でございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第３号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

 進行番号１ですが、駐車場とはどういったものですか。 

 駐車場というよりは基本的には資材置場になると思います。そこに通勤車両を止めて、資材を積んでトラ

ックで出ていくというかたちです。 

申請地の南側を私が耕作していますが、申請地の草が１ｍ位伸びてしまい、私が法面の草刈りをやってい

ます。草については言えませんか。 

周辺の営農に支障を及ぼさないようにすることということで言えます。農政課への意見として、そのこと

を付して回答するということでよろしいでしょうか。 

お願いします。 

東側の道路は何メートル位ですか。 

認定は４メートル以上ありますが、舗装部分は狭いです。ただし、車両が１台は通れる幅ではあります。 

他にございますか。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第３号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願
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います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第３号は承認することといたします。 

次に報告事項でございます。専決事項に関する報告になりますが、事務局から説明をいたさせますので、

お聞き取りいただきますようお願いいたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

（１）及び（２）につきましては、市街化区域内における転用でございます。市街化区域内における転用

行為は届出の手続きとなっております。 

（１）「農地法第４条第１項第８号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。 

本件は、２件の届出があり、転用目的は、住宅などでございます。 

添付書類も完備されておりましたので、受理をしたものでございます。 

（２）「農地法第５条第１項第７号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。 

本件は、４件の届出があり、転用目的は、住宅、駐車場などでございます。 

添付書類も完備されておりましたので、受理をしたものでございます。 

以上で報告事項を終わります。 

事務局から報告事項についての説明がございました。報告事項となりますので、宜しくお願いいたします。 

以上ですべての議事についての審議並びに報告事項につきましては、終了いたしました。皆様のご協力に

よりまして、議事が円滑に進められましたことに感謝を申し上げまして、議長の職を解かせていただきます。

ありがとうございました。 

つづきまして、その他でございますが、事務局からご説明申し上げます。 

・行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて（市議会にて全会一致で承認） 

・辞令交付式等について（再任委員） 

・全国農業新聞の継続購読について 

以上をもちまして、第３７回農業委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

（９：４０） 

 


